
別表１（第２条関係） 

分類 内容 必要とされる実務経験 判断基準 

経営力の強化 

 

 

 

経営者を支え、企業マネ

ジメントに携わる人材、

または円滑な事業継承を

サポートできる人材 

大手メーカーや大手商社

などの企業経営の中枢部

門を担っていたようなマ

ネジメント経験者等 

マネージャー経

験者又は概ね１

０年以上の経験

があり、高いス

キルを有する人

材。ただし、こ

の基準にかかわ

らず、プロ人材

の適否について

は個別に判断す

るものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生産力の向上 

 

 

 

 

製造やサービス等の現場

で生産性をアップさせた

り、新たな価値を生み出

すことのできる人材 

 

大手企業の工場長や製造

部門長、あるいはサービ

ス部門の店長など生産・

サービス分野でのリーダ

ー経験者等 

新技術・ 

新商品の開発 

 

 

自社のコア技術を理解し

た上で、周辺分野への応

用や新しい商品などを生

み出せる人材 

大手企業等の開発リーダ

ーの経験者などで、科学

的センスや商品企画のセ

ンスを有する者等 

新事業展開・ 

販路拡大 

 

 

新しい事業分野の立ち上

げ、参入や新商品・既存

商品を問わず市場開拓な

どに不可欠な人材 

新事業分野の業界に携わ

っていたマネージャーや

同じ業界での営業経験と

人脈を有する者等 

その他 

 

 

 

 

特許の知識・デザイナー

としてのセンス、ＩＴに

おける専門知識（セキュ

リティ、JAVA 等）などを

活かせる人材 

大手企業や弁護士事務所

で特許を、デザイン事務

所でデザインを、ＩＴ企

業で専門分野を担当して

いた専門的経験者等 



別表２（第３条、第４条及び第５条関係）                              

補助対象事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）次の要件を全て満たすものであること。 

ア 補助対象事業者が副業・兼業形態によりプロ人材を活用する事

業（補助対象経費を補助対象事業者が支払ったものに限る。）で

あること。 

イ 副業・兼業を開始した日が４月１日から３月１０日までの期間

に属するものであること。 

ウ 副業・兼業の契約期間は６か月を上限とするものであること。 

エ 従事する副業・兼業は、プロ人材としての知見及びノウハウを

活用し、企業の課題解決等に資する業務であること。 

（２）前項の要件を満たすものであっても、次の要件に該当するもの 

は、対象外とする。 

ア マニュアルに基づく定型的な業務や単純作業など、プロ人材の

知見及びノウハウを必要としない業務であるもの。 

イ 過去にプロ拠点の支援を受けて副業・兼業プロ人材の活用をし

ているもの。 

補助対象経費 

 

 

 

 

 

 

 

次の項目に該当するもの（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

ア 人材紹介手数料 

副業・兼業形態によるプロ人材の活用に当たり、補助対象事業

者が有料民間人材紹介手数料事業者等（プロ拠点の登録事業者に

限る。）に支払った人材紹介手数料 

イ 報酬 

プロ人材が副業・兼業に従事する場合に、補助対象事業者がプ

ロ人材に支払った報酬 

ウ 交通費及び宿泊費 

プロ人材が補助対象事業者の事務所等を訪れて、副業・兼業に 

従事する場合に、補助対象事業者が支払ったプロ人材の移動に要

する交通費及び宿泊費（職員の旅費に関する条例（徳島県条例第

９号）（以下「条例」という。）に準じて算定したものに限る。） 

補助率 補助対象経費の１０分の８以内 

補助上限額 

 

・１事業者当たり年間５００千円 

・１事業者当たり１件（プロ人材１人） 

補助対象期間 対象事業年度４月１日から翌年３月１０日まで 

申請受付期限 

 

副業・兼業を開始した日（対象事業年度内）から起算して３０日以内

又は対象事業年度２月２８日のうちいずれか早い日付まで 

 

 

  

 

 



別表３（第３条関係） 

業種分類 資本金の額又は出資の額 常時雇用する従業員数 

製造業、建設業、運輸業 

その他の業種（卸売・小 

売・サービス業を除く） 

１０億円未満 

 

 

３００人以下 

 

 

卸売業 １０億円未満 １００人以下 

小売業 １０億円未満 ５０人以下 

サービス業 １０億円未満 １００人以下 

 


